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弓

新年あけましておめでとうございます。

新年の挨拶

一般社団法人三重県水質保全協会

(2)平成27年１月

そして、三重県のすばらしい自然を維持するには、浄化槽の適正な施工、,保守点検、清掃が

必要なのは言うまでもありません。従来から実施されている浄化柵法定検査と、当協会が１０

月より開始致しました浄化槽工事検査事業が浄化槽の検査事業の両輪として機能すれば、浄化

槽の信頼性に貢献するのではないかと思っております。その為にも関係機関と協力し、より一

層浄化槽の普及啓発に努めて参ります。

最後になりましたが、皆様のますますのご健勝とご発展を祈念いたしまして新年の挨拶とさ

せて頂きます。会員の皆様に期待される協会を築きあげていくため、今後ともご協力、ご指導

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

皆様方におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。

平素より当協会事業につきまして、格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

今年度も会員の皆様のご期待に添えるよう、また、協会の発展の為、尽力させて頂く所存で

ございます。

さて、平成２６年を振り返りますと、新規事業の浄化槽工事検査事業の立ち上げに伴い平成

２５年１１月と平成２６年１月に浄化槽工事講習会を開催致しました。浄化槽工事検査とは、

三重県内の浄化槽工事において浄化槽法、建築基準法、その他関係法令、三重県浄化槽指導要

綱に基づき適正な施工がなされたかの検査を当協会が行うことにより、浄化槽の信頼性の確保

と浄化槽設備士の確立を図るために当協会が自主的に行う検査のことです。この講習会を経て、

無事に１０月より浄化槽工事検査事業を開始することが出来ました。これも皆様方のご協力．

ご支援があってのことでございます。この場をお借りし、御礼申し上げます。

また、３月と１０月に浄化槽保守点検の実務者講習会を実施致しました。講習会等を活発に

行い、協会会員の技術の向上に努めていくことが協会の本来の役割であり、それを果たすべく

今後とも尽力してまいりたいと思っております。

《
‐
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年頭の御挨拶

三:亜県知事

鈴木英敬

新年あけましておめでとうございます。

平素は、本県の浄化槽行政の推進にあたりご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

昨今、国際社会において、地球規模の環境問題への取組が進められている中、地球温暖化に

ついては危機感が年々高まっており、気候変動枠組条約締約国会議において、2020年以降の国

際的な枠組みについて話し合いが進められています。

一方、国内においても、Vz成23年に発生した東'－１本大震災を機にエネルギー問題について活

発な議論が行われるなど、環境問題への関心が高まっています。

本県では、県民ニーズの変化に適切に対応し、県民の皆さんと共に新しい三重づくりに取り

組むための指針として、、|城24年度から「みえ県民ﾉJビジョン」をスタートさせ、同時に4年間

の中期計画として「みえ県民力ビジョン・行動計両」を策定しています。

平成27年度は「みえ県民力ビジョン・行動計画」の品終年度であり、目標達成に向けオール

県庁で必達意識を持って、県政の諸課題の解決を着実に推進していきます。

特に、水環境の保全については、「伊勢湾における化学的酸素要求量、窒素含有瞳及びりん

含有牡に係る総量削減計画」（第７次）に基づき、工場・事業場等からの汚濁負荷削減を図ると

ともに、生活排水対策では、生活排水処理アクションプログラムに基づき、浄化槽、下水道、

集落排水施設等の効率的・効果的な整噸備を進めることとしています。

また、昨年１月には、汚水処理の早期概成と既整備地区の効率的な改築・更新及び運営管理

の検討などが新たに盛り込まれた「持続的な汚水処叫システム構築に向けた都道府県構想策定

マニュアル」が国により策定されました。これを受け、本県においても生活排水処理アクショ

ンプログラムの見直しを進めているところです。

本県の生活排水処理施設の整備率は、平成25年度末で80.8％と8割に達し、施設整備は着実に

進展してきましたが、全国平均の88.9％と比較すると依然として低い状況にあり、未普及人口

の解消が課題となっています。

そうした中、本県の生活排水処理における浄化槽の割合は全国的に見ても高いところですが、

人口減少等の社会情勢や経済情勢の変化を踏まえると、浄化槽の果たす役割は今後、ますます

大きくなるものと考えられます。

一方、浄化槽の機能を十分に発揮し、良好な放流水質を維持するためには、適正な施工、保

守点検、清掃、及び法定検査が誼要です。とりわけ、近年の高度化、複雑化する浄化槽に対応

するための知識の取得は欠かせないものとなっています。

貴協会の皆様におかれましては、さらなる技術の研錨に努められ、引き続き浄化櫓の適正な

施工と維持管理にご尽力を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、皆様のご健勝と貴協会のますますのご発展を祈念いたしまして、新年

のご挨拶とさせていただきます。
















